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１
１
９
番
の
通
報
は
、 

　
　
　
　

 

落
ち
着
い
て
正
確
に
！ 

　

消
防
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
消

防
業
務
の
理
解
を
深
め
、
防
火
・
防

災
意
識
を
高
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
に
、毎
年
11
月
９
日
を
「
１
１
９

番
の
日
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

１
１
９
番
は
、
火
災
・
救
急
・
救

助
な
ど
で
一
刻
を
争
う
緊
急
の
と

き
に
使
用
す
る
電
話
で
す
。
５
つ
の

ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
、
落
ち
着
い

て
、正
確
に
通
報
し
ま
し
ょ
う
。

●
携
帯
電
話
か
ら
の

　
　
　

１
１
９
番
通
報
に
つ
い
て

　

こ
こ
数
年
増
加
し
て
い
る
携
帯
電
話

な
ど
か
ら
の
１
１
９
番
通
報
で
は
、
通

報
地
点
と
は
異
な
る
近
隣
地
域
の
消
防

本
部
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
は
、通
報
地
点
を
管
轄
す
る

消
防
へ
転
送
さ
れ
ま
す
が
、通
報
内
容
に

つ
い
て
再
確
認
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

通
報
の
と
き
は
、現
在
地
及
び
通
報
電

話
番
号
を
正
確
に
伝
え
る
と
と
も
に
、

通
報
後
は
し
ば
ら
く
の
間
、
携
帯
電
話

な
ど
の
電
源
を
切
ら
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】
南
空
知
消
防
組
合
長
沼
支
署

（
☎
88-

２
８
１
９
）

11
月
９
日
は「
１
１
９
番
の
日
」

①火事と救急の区別をはっきりと

②住所や氏名は正しく・詳しく伝える

③ 「何が（だれが） どうしたか」を正確にわかり

やすく伝える

④通報者の氏名、電話番号を明らかにする

⑤通報後は現場の近くで安全な場所にいる

　（再確認する場合があるため）

１１９番通報　５つのポイント

・ 

年
度
途
中
で
退
職
し
た
場
合
で
も
、

次
の
よ
う
な
選
択
が
可
能
で
す
。

 《
退
職
し
た
翌
月
以
降
の

残
っ
た
税
額
分
に
つ
い
て
》

⑴
退
職
金
や
給
与
か
ら
一
括
で
納
め
る

⑵�

普
通
徴
収
（
納
付
書
、
口
座
引
落
）
で

納
め
る
（
１
月
１
日
以
降
に
退
職
の

場
合
は
、
原
則
⑴
の
方
法
で
納
め
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。）

④
そ
の
他
の
手
続
き

《
年
度
途
中
に
退
職
、

　
　
　
　
　

 

休
職
者
が
あ
っ
た
場
合
》

　

指
定
の
様
式
に
よ
り
異
動
届
を
提
出

し
ま
す
。
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
基
づ

き
、町
で
特
別
徴
収
税
額
を
更
正
し
、事

業
者
へ
通
知
し
ま
す
。

《
年
度
途
中
に
新
規
採
用
者
な
ど
で
新

た
に
特
別
徴
収
を
開
始
し
た
い
場
合
》

　

指
定
の
様
式
に
よ
り
異
動
届
（
開
始

届
）を
提
出
し
ま
す
。提
出
さ
れ
た
届
出

書
に
基
づ
き
、
町
で
特
別
徴
収
税
額
を

決
定
し
、事
業
者
へ
通
知
し
ま
す
。

個
人
住
民
税
特
別
徴
収
の

　
　
　
　
　

推
進
に
つ
い
て

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
は
、
事
業

主（
給
与
支
払
者
）が
毎
月
従
業
員
に
支

払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税
を
差
し
引

い
て
、納
入
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　

納
税
者
個
人
へ
の
メ
リ
ッ
ト
も
多

く
、
道
及
び
町
で
は
当
制
度
の
さ
ら
な

る
推
進
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

・ 

納
期
が
12
回
（
12
か
月
）
と
な
る
の

で
、
１
回
あ
た
り
に
納
め
る
額
の
負

担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
普
通
徴
収
の

場
合
は
年
４
回
の
納
期
）。

・ 

納
税
者
個
人
が
金
融
機
関
な
ど
へ
出

向
く
必
要
が
な
く
、ま
た
、事
務
的
な

作
業
の
ほ
と
ん
ど
が
町
と
勤
務
先
の

事
業
者
で
行
わ
れ
る
た
め
、
納
税
者

個
人
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

①
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　

毎
年
１
月
31
日
ま
で
に
、
従
業
員
が

居
住
す
る
市
町
村
へ
提
出
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す（
こ
の
提
出
時
に「
普
通

徴
収
」
と
い
う
区
分
で
提
出
さ
れ
な
い

場
合
に
は
、
原
則
次
年
度
は
特
別
徴
収

で
行
う
も
の
と
し
て
受
理
し
ま
す
）。

②
特
別
徴
収
税
額
決
定
通
知

　

提
出
い
た
だ
い
た
給
与
支
払
報
告
書

や
個
人
が
行
っ
た
確
定
申
告
な
ど
を
基

に
、町
で
計
算
し
た
年
税
額
と
月
割
額
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。６
月
の
給
与
か
ら
特

別
徴
収
を
開
始
し
ま
す（
所
得
税
の
源
泉

徴
収
と
異
な
り
、住
民
税
は
町
で
税
額
計

算
し
事
業
者
へ
通
知
し
ま
す
）。

③�

納
期
限
は
、
特
別
徴
収
を
し
た
月
の

翌
月
10
日
で
す
。

【
問
合
先
】

　

役
場
税
務
係（
☎
76-

８
０
１
１
）

概　

要

納
税
者
個
人
の
メ
リ
ッ
ト

事
業
者
の
具
体
的
な
手
続
き

南空知消防組合長沼支署

　☎88-2819　※24時間受付

救急医療情報案内センター 

　☎0120-20-8699

　☎011-221-8699（携帯電話から）

　https://www.qq.pref.hokkaido.jp

令和３年９月 30 日現在
▼火災件数　　　�６件
▼救急件数　�３５７件

病 院 照 会

こんにちは！

消費生活相談室です

深刻な事態にも！

強引な自宅の買い取りに注意！！

ご相談は南空知消費生活相談室へ

【独立行政法人国民生活センター事例より】

　要介護認定を受け一人暮らしをしている。不動産業者から「住宅について有利な話がある」と電話があり訪
問を承諾した。すぐに営業員二人が訪ねて来て、「自宅マンションを1,000万円で買い取る。その後は家賃13万
円で住み続けられ、管理費や固定資産税もかからない」と言われた。一人では決められないと断ったが「早く
決めないと売れなくなる」と急かされ、夜11時ごろまで勧誘され、契約書にサインしてしまった。解約したい。

（80歳代女性）

【消費者へのアドバイス】

● 消費者が自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフできません。契約解除には、手付金の倍額を
支払うか、契約条項に基づく高額な違約金が必要となるので安易に契約してはいけません。

● 「賃貸として住み続けられる」などと勧誘されることもありますが、良い話だけではありません。不動産取
引は複雑です。信頼できる人に相談するなどし、一人で対応せず、取引の内容を理解するまで契約してはい
けません。

● 安易に自宅を売却してしまうと、住む場所がなくなるなど、生活に深刻な影響が生じる可能性もあります。
自宅を売るつもりがなければ、訪問を許さず、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。

●困ったときは、すぐに最寄りの消費生活センターなどにご相談ください（消費者ホットライン「188」）。

【問合先】南空知消費生活相談室（☎ 0123-72-3581）

　

北
海
道
に
は
、
北
方
領
土
の
11
火
山

を
含
む
31
の
活
火
山
が
あ
り
ま
す
。
活

火
山
と
は
、概
ね
過
去
１
万
年
以
内
に
噴

火
し
た
火
山
及
び
現
在
活
発
な
噴
気
活

動
の
あ
る
火
山
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　

火
山
は
温
泉
や
美
し
い
景
色
な
ど
、

多
く
の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
ま
す
が
、

そ
の
一
方
で
、
噴
火
が
起
こ
る
と
火
山

周
辺
で
は
大
き
な
噴
石
や
火
砕
流
な
ど

に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
発
生
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。ま
た
、火
山
か
ら
遠
い
場

所
で
あ
っ
て
も
、
風
に
よ
っ
て
流
さ
れ

た
火
山
灰
が
農
作
物
や
交
通
機
関
、
電

力
や
水
道
設
備
な
ど
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

火
山
災
害
へ
の
備
え

　

気
象
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
火
山

活
動
に
異
常
が
認
め
ら
れ
、
被
害
が
発

生
す
る
よ
う
な
噴
火
が
予
想
さ
れ
た
場

合
に
発
表
す
る
「
噴
火
警
報
」
な
ど
の
火

山
情
報
や
、
被
害
が
予
想
さ
れ
る
地
域

や
避
難
方
法
、
火
山
の
特
徴
な
ど
を
解

説
し
た
地
元
自
治
体
作
成
の
「
火
山
防

災
マ
ッ
プ
」
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

火
山
の
近
く
に
出
か
け
る
際
は
、
そ

の
火
山
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で

入
手
し
、
火
山
の
特
徴
や
活
動
状
況
を

あ
ら
か
じ
め
確
認
す
る
と
と
も
に
、
登

山
す
る
際
は
、
事
前
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や

ゴ
ー
グ
ル
な
ど
の
装
備
品
の
準
備
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

大きな噴石の例（浅間山）

引用：気象庁ホームページ

【問合先】札幌管区気象台

 地域火山監視・警報センター

 （☎011-611-2421）

気象庁

　「火山登山者向けの

　　　　情報提供ページ」


